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○

最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
係
る
区
分
及
び
こ
れ
に
応
じ
た
命
令
の
内
容
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
二
年
金
融
庁
告
示
第
百

三
十
一
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め

、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
二
十
一

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
二
十

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
最
終
指
定
親
会
社
（
法
第
五
十

一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
最
終
指
定
親
会
社
（
法
第
五

七
条
の
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
最
終
指
定
親
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

十
七
条
の
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
最
終
指
定
親
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

が
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該

）
が
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当

最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で

該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
二
年
金
融

で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
二
年
金

庁
告
示
第
百
三
十
号
。
以
下
「
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
」
と
い
う
。
）

融
庁
告
示
第
百
三
十
号
。
以
下
「
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
」
と
い
う
。

第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
を
算
出

）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
を
算

す
る
場
合
及
び
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
保
有
す
る
資
産
等
に

出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
条
及
び
第
三
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
次
の

照
ら
し
当
該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
表
に
定
め
る
内
容
と
す
る

況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
補
完
的
指
標
と
し
て

。

定
め
る
レ
バ
レ
ッ
ジ
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
三
十
一

年
金
融
庁
告
示
第
十
三
号
。
以
下
「
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
」
と
い
う
。

）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
に
規
定
す
る
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
算
出

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
条
及
び
第
三
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
表
に
定
め
る
内
容
と
す
る
。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
二
条
に
規
定
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
指
標
と
す
る
区
分

経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
係
る
区
分

命
令
の
内
容

レ
バ
レ
ッ

連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
が
三
パ
ー
セ

ジ
非
対
象

ン
ト
以
上
で
あ
る
場
合

区
分

レ
バ
レ
ッ

連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
が
一
・
五
パ

最
終
指
定
親
会
社
及

ジ
第
一
区

ー
セ
ン
ト
以
上
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

び
そ
の
子
法
人
等
の

分

で
あ
る
場
合

経
営
の
健
全
性
を
確

保
す
る
た
め
の
合
理

的
と
認
め
ら
れ
る
計

画
（
原
則
と
し
て
資

本
の
増
強
に
係
る
措

置
を
含
む
も
の
と
す

る
。
）
の
提
出
の
求

め
及
び
そ
の
実
行
の

命
令
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レ
バ
レ
ッ

連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
が
〇
・
七
五

次
に
掲
げ
る
最
終
指

ジ
第
二
区

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
・
五
パ
ー
セ
ン

定
親
会
社
及
び
そ
の

分

ト
未
満
で
あ
る
場
合

子
法
人
等
の
自
己
資

本
の
充
実
に
資
す
る

措
置
に
係
る
命
令

イ

最
終
指
定
親
会

社
及
び
そ
の
子
法

人
等
の
資
本
の
増

強
に
係
る
合
理
的

と
認
め
ら
れ
る
計

画
の
提
出
及
び
そ

の
実
行

ロ

最
終
指
定
親
会

社
及
び
そ
の
子
法

人
等
の
総
資
産
の

圧
縮
又
は
増
加
の

抑
制

ハ

子
法
人
等
（
対

象
特
別
金
融
商
品

取
引
業
者
を
除
く

。
）
の
株
式
又
は

持
分
の
処
分
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ニ

そ
の
他
金
融
庁

長
官
が
必
要
と
認

め
る
措
置

レ
バ
レ
ッ

連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
が
〇
パ
ー
セ

最
終
指
定
親
会
社
及

ジ
第
三
区

ン
ト
以
上
〇
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
未

び
そ
の
子
法
人
等
の

分

満
で
あ
る
場
合

自
己
資
本
の
充
実
、

合
併
又
は
三
月
以
内

の
期
間
を
定
め
て
対

象
特
別
金
融
商
品
取

引
業
者
の
親
会
社
で

な
く
な
る
た
め
の
措

置
の
い
ず
れ
か
を
選

択
し
た
上
、
当
該
選

択
に
係
る
措
置
を
実

施
す
る
こ
と
の
命
令

レ
バ
レ
ッ

連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
が
〇
パ
ー
セ

三
月
以
内
の
期
間
を

ジ
第
四
区

ン
ト
未
満
で
あ
る
場
合

定
め
て
対
象
特
別
金

分

融
商
品
取
引
業
者
の

親
会
社
で
な
く
な
る

た
め
の
措
置
の
命
令
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２

前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
表
中
「
経
営
の
健
全
性
の

２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
表
中
「
経
営
の
健
全
性
の
状
況
」
と

状
況
」
と
は
、
法
第
五
十
七
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
経
営
の
健
全
性
の

は
、
法
第
五
十
七
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
経
営
の
健
全
性
の
状
況
を
い

状
況
を
い
う
。

う
。

［
３
～
６

略
］

［
３
～
６

同
上
］

第
二
条

最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率

第
二
条

最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
が

又
は
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
が
、
従
前
に
該
当
し
て
い
た
前
条
第
一
項
第
一
号

、
従
前
に
該
当
し
て
い
た
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
区
分
に
係
る
連

又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
表
の
区
分
に
係
る
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
又
は
連
結

結
自
己
資
本
規
制
比
率
の
範
囲
を
超
え
て
低
下
し
た
こ
と
を
知
っ
た
後
、
速
や

レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
範
囲
を
超
え
て
低
下
し
た
こ
と
を
知
っ
た
後
、
速
や
か
に

か
に
、
そ
の
区
分
の
範
囲
を
超
え
て
確
実
に
改
善
す
る
た
め
に
合
理
的
と
認
め

、
そ
の
区
分
の
範
囲
を
超
え
て
確
実
に
改
善
す
る
た
め
に
合
理
的
と
認
め
ら
れ

ら
れ
る
計
画
を
最
終
指
定
親
会
社
が
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当

る
計
画
を
最
終
指
定
親
会
社
が
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
最

該
最
終
指
定
親
会
社
に
対
す
る
当
該
区
分
に
応
じ
た
命
令
は
、
そ
の
時
点
に
お

終
指
定
親
会
社
に
対
す
る
当
該
区
分
に
応
じ
た
命
令
は
、
そ
の
時
点
に
お
け
る

け
る
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
以
上
で
当
該
計
画
の
実
施
後
に
見
込
ま
れ
る
連

連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
又
は
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
以
上
で
当
該
計
画
の
実

結
自
己
資
本
規
制
比
率
以
下
の
同
表
の
区
分
（
非
対
象
区
分
を
除
く
。
）
に
定

施
後
に
見
込
ま
れ
る
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
又
は
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
以

め
る
命
令
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
計
画
が
合
理
的
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

下
の
同
表
の
区
分
（
そ
れ
ぞ
れ
非
対
象
区
分
又
は
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対
象
区
分
を

な
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

除
く
。
）
に
定
め
る
命
令
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
計
画
が
合
理
的
で
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
表
の
第
四
区
分
又
は
レ
バ
レ

２

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
第
四
区
分
に
該
当
す
る
最
終
指
定
親
会

ッ
ジ
第
四
区
分
に
該
当
す
る
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
連
結
貸

社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
連
結
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き

借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
金
額
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産

金
額
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
価
額
と

に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
価
額
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き

の
合
計
額
が
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
上
回
る
場
合
又

金
額
の
合
計
額
を
上
回
る
場
合
又
は
上
回
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
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は
上
回
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
最
終
指
定
親
会
社
に
対
す
る
当
該

最
終
指
定
親
会
社
に
対
す
る
当
該
区
分
に
応
じ
た
命
令
は
、
同
表
の
第
三
区
分

区
分
に
応
じ
た
命
令
は
、
同
表
の
第
三
区
分
又
は
レ
バ
レ
ッ
ジ
第
三
区
分
に
定

に
定
め
る
命
令
を
含
む
も
の
と
す
る
。

め
る
命
令
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

有
価
証
券

連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
若
し
く
は
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率

一

有
価
証
券

連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
の
算
出
を
行
う
日
（
以
下
こ
の

の
算
出
を
行
う
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
算
出
日
」
と
い
う
。
）
の
公

項
に
お
い
て
「
算
出
日
」
と
い
う
。
）
の
公
表
さ
れ
て
い
る
最
終
価
格
に
基

表
さ
れ
て
い
る
最
終
価
格
に
基
づ
き
算
出
し
た
価
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も

づ
き
算
出
し
た
価
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ

の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
価
額

り
算
出
し
た
価
額

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

３

前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
表
の
第
四
区
分
以
外
の
区
分

３

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
第
四
区
分
以
外
の
区
分
に
該
当
す
る
最

又
は
レ
バ
レ
ッ
ジ
第
四
区
分
以
外
の
区
分
に
該
当
す
る
最
終
指
定
親
会
社
及
び

終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
連
結
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上

そ
の
子
法
人
等
の
連
結
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
金
額
の

さ
れ
る
べ
き
金
額
の
合
計
額
が
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
金
額
の
合
計
額

合
計
額
が
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
下
回
る
場
合
又
は

を
下
回
る
場
合
又
は
下
回
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
最
終
指
定
親
会

下
回
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
最
終
指
定
親
会
社
に
対
す
る
当
該
区

社
に
対
す
る
当
該
区
分
に
応
じ
た
命
令
は
、
同
表
の
第
四
区
分
に
定
め
る
命
令

分
に
応
じ
た
命
令
は
、
同
表
の
第
四
区
分
又
は
レ
バ
レ
ッ
ジ
第
四
区
分
に
定
め

を
含
む
も
の
と
す
る
。

る
命
令
を
含
む
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


